
人にあつては、主たる

京者F市山科区日ノ岡夷谷町11番地

/ / 別 記

第 1号様式 (第11条、第13条、第14条関係) /『わ

事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書 《証理) ・変 更)

と 1該 当する□|こは、 レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参,0される事業者の方,ま レ 印の記入は不要です。

2〔 基準年度Jと ,す岳キ画期間の前年度を、 f日標年度Jと はII画期間の最終年度をいいます。

3「 軍業所等"卜出区分Jと IJ  京都市内う事業所争の事業活"う ためのエネルギーの使用に伴い発生する温章効果ガスを 「輸送車市排出区分j
とは、自動車運送事業者については使用の本拠の位置を京都市内とする車両の,卜出する温三カ黒ガスを 鉄 道事業者については保有する貨物草

再X,京 を草口の排出する温雪力果ガスを 「その也排出区分Jコ ま 上 記以外の京都市内における事業所等の事業活節モ伴い発生する温室列
果ガスをいいます。

J「 特配事項」|こは、平成 2年度 (19 9 0年 資)を 基準とした排出遺う対比やエネルギー原単位COを排出畳 省 エネ製品開発など也者の温三

効果ガス排出蔦け減への受依 グ ツーシ細進の採用 指 定フ。ンをどの条例指定タトの温富効果ガスの削減などを記入してください。

:予自8: 化力寸 の :により提出 し

特定事業者の

主たる業種 医療業

該当する事業
者要件

ャ 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換
算して1)500キロ,ッ トル以上))                、

チ
i京

都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック
又はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)

,…京者「府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出
事業者 (二酸化炭素に雅算 して30 0 0ト ン以上))

計 画 期 間 平成 18 年 4 月 平成 20 年 3 月

基 本 方 針 エネルギー消費効率の改善、空調の温度管理年、C02排 出量の削減を目指す。

推 進 体 制 条例施行に伴い委員会を設置

年度ごとの具
体的な取組及
び措置

設備 、対十 到  肉

】8 空調機 応棟設定温度の中央管理

】S ボイラー バーナーの燃焼効率を上げる

lS 自動車 自動車のアイ ドリングス トンブ実施

lS 冷療機 冷水温度を上げる

18 排 気 フ ァ ン 整備して排気能力を上げる

温室効果ガス
の排出量等 排出区分

基準年度 (実演 )

(17)年 度
て三酸化炭秦換算 rt))

日鴨 午 反 (計回 ,

(19)年 度
〈二酸イヒ炭葉換算 〈t))

日J析ヌ当作

(計画 )

て%)

A事 業所等排出区分 9782 6  t 9287 7 1 -5 1 %

B輸 送車両排出区分 t t %

cそ の他排出区分 t t
9/0

排出合計 1               9782 6  t Ⅲ2           9287 7  t -5 1 C/9

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

〈二政イヒ炭楽換算 〈L

宗林の保全及び整備 (整偉面積) (吸収二) |

府内産の木材の利用 (利用曇) コ■
. い嵯 曇) ↓

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

(死電 i) (削減二) t

(熱供給量) いり減重) t

グ リー ン電力の購入 (購入二) (肖J減量) |

削減量等合計 t

差引排出量

(排出合計一肖り減争合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)

Ⅲ1               9782 6  t t'2)(Ⅲ9          9287 7  1 51%

特 記 事 項 平成 14年度より、条1/1に先行 してESCO事 業によるエネルギー削減、C02削 減を実施 してき

たことにより、平成 14年度ベースでCo2を 約 8%削 減 し、現在 も削減に取組中。

担 当
立

ロ 署

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 口す

フ ァ ク シ ミ リ番 号


